
1　専攻別学生募集人員

2　標準修業年限　3年

3　出願資格

次の(1)から(7)のいずれかに該当する者
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

4　出願期間 令和８年12月2日(水)～12月8日(火)　必着

5　試験期日 令和９年2月14日(日)

国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に
規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設置された国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学
位を授与された者及び令和９年3月までに授与される見込みの者

文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)

本研究科において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
で、24歳に達した者及び令和９年3月31日までに24歳に達する者

なお、出願資格(6)又は(7)により出願しようとする者は、別途「7　出願資格認定審査」を受けなければならないので、注意すること。

　　　　　　　　本学の通信環境の不具合等により試験を中止した場合、予備日（2月21日（日））に試験を実施することがあります。

    合　　  　　計 36人

修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規
定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者及び令和９年3月までに取得見込みの者

外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び令和９年3月までに授与される見込みの者
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与さ
れた者及び令和９年3月までに授与される見込みの者

我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ
て、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び
令和９年3月までに授与される見込みの者

先端課題実践開発専攻 先端課題実践開発 　6人

教科教育実践学専攻

言 語 系 教 育

18人
社 会 系 教 育
自 然 系 教 育
芸 術 系 教 育
生 活 ・ 健 康 系 教 育

専　　　　攻 連    合    講    座 募集人員

学校教育実践学専攻
学 校 教 育 方 法

  12人
学 校 教 育 臨 床

　連合学校教育学研究科（博士課程）は、所定の単位を修得し、必要な研究指導を受け、博士論文の審査及び最終試験に合格して、教育実践学
の研究を自立的、協働的に遂行する資質・能力を有することが認められた者に博士（学校教育学）の学位を授与します。

◎「フレックスタイム・カリキュラム制度」について

　 本研究科では、現職教員等の職業を有する者及び在学中に就職した者に対する教育方法の特例として、休業期間、休日及び夜間等に、授業
科目(一部除く)を履修できる「フレックスタイム・カリキュラム制度」を導入しています。

　入学前に身に付けておくべきこと

　 ・研究・実践を遂行するための十分な専門的知識を有すること
　 ・研究・実践を遂行するうえで必要な深い理解力・洞察力を有すること
　 ・自らの問題意識に基づき、学術的観点をもって主体的・積極的に研究を遂行する能力を有すること

　入学者選抜の基本方針

　 連合学校教育学研究科（博士課程）のアドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）に基づき、研究分野に関する専門的知識や理解力・洞察
力などを備え、研究を遂行する能力を有しているかを総合的に判断できる試験及び成績証明書の審査の結果を総合して入学者を選抜します。

ディプロマ・ポリシー

令和９年度兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科

(後期３年のみの博士課程)学生募集概要

アドミッション・ポリシー

　 連合学校教育学研究科（博士課程）は、兵庫教育大学を基幹大学とし、上越教育大学、岐阜大学、滋賀大学、岡山大学及び鳴門教育大学の６
大学が連合して構成している後期３年のみの博士課程であり、実践に根ざした学校教育学を独自の学問分野として確立し、今日の教育課題の解
決と学校教育の質的改善・改革に貢献することを目的とします。
　 本研究科は、学校教育実践について高度で専門的な研究を行い、学校教育実践学及び教科教育実践学の分野において、自立して研究・実践
できる研究者及び専門職教育者を志向する人材を求めます。



6　選抜方法
入学者の選抜は、次の方法により行う。(注1、2)

ア．事前課題　　イ．口述試験（オンライン面接）

7　出願資格認定審査

(1)提出書類

①
②
③
④

⑤

（注）上記の書類以外に、必要に応じて証明書等の提出を求めることがある。

(2)提出方法

(3)審査方法 出願資格認定審査は、提出書類による審査を行い、更に必要な場合は、口述試問による審査を行う。

(4)口述試問の方法等 口述試問は、専門科目について所定の時間、質疑応答を行う。

(5)審査結果の通知 審査の結果は、後日通知する。

8　学生募集要項(出願書類)について

※　出願資格認定申請に係る所定の用紙の送付を希望する場合は、兵庫教育大学入試課へ連絡すること。

　提出方法は、必ず「書留」により、郵送すること。
　なお、書類の分量が多く、所定の封筒を使用できない場合は、受取の配達記録が残る方法等（レターパックプラス等)により
郵送すること。

ア　提出期間：令和８年10月６日（火）～10月８日（木）　必着
イ　提出先：〒673-1494　兵庫県加東市下久米942-1　 兵庫教育大学入試課

「学生募集要項」は、10月上旬公表予定です。また、PDF版のweb公開のみであり、紙媒体で発行しません。本学Webページ
（https://www.hyogo-u.ac.jp/admission/doctor/request.php）からダウンロードいただけます。

成績証明書 出身大学の学長又は学部長が作成し、厳封したものを提出すること。
研究歴申立書 所定の用紙によること。（※）

研究業績書

表紙は所定の用紙によること。（※）
修士の学位相当の論文の別刷又は研究の成果（写）を添付すること。
芸術系の場合は作品発表等、体育系の場合は実技歴等の内容を
併せて提出すること。

※　出願資格認定審査の書類を提出するに際しては、希望する主指導教員と事前に打合せを行うこと。

書　　　　類　　　　等 概　　　　　　　　　要
入学試験出願資格認定申請書 所定の用紙によること。（※）
履歴書 所定の用紙によること。（※）

「3 出願資格」（6）(7）により出願しようとする者は、以下のとおり書類を提出し、出願資格認定審査を受けること。

注１．選抜方法の詳細は10月上旬公表の「学生募集要項」でご確認ください。
２．口述試験（オンライン面接）は，Zoom（Zoom Video Communications社の提供するオンライン通信アプリ

ケーション）を使用して行う予定としています。

《学生募集に関する照会先》

兵庫教育大学入試課

〒673-1494 兵庫県加東市下久米942-1

電話 (0795)44-2067

E-mail office-nyushi-t＠ml.hyogo-u.ac.jp


